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広報しばた・お知らせ版・第599号・柴田町役場まちづくり推進課・柴田町船岡中央2丁目 3-45（� 55-2278）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　柴田町ホームページアドレス　http://www.town.shibata.miyagi.jp/

■申  申込先　  ■問  問合せ先　  ■予  予約

　しばた桜まつりの開催前に、船岡城址

公園と白石川堤（一目千本桜）の一斉清

掃と植樹を実施します。皆さんのご協力

をお願いします。※雨天中止

�日時／ 3 月 22日（土）9：00～
�集合場所／船岡城址公園（観光売店前）、
　白石川河川敷（柴田大橋下）

■問  船岡城址公園（地域産業振興課）
　　　　　　　　　　　 　� 55-2123、
　白石川河川敷（都市建設課）� 55-2121

　今年も船岡城址公園と白石川堤をメーン会場に「しばた桜まつり」を開催します。期

間中は、さまざまなイベントや多くのお店を出し、町内外からの観光客を快くお迎え

したいと考えています。

　そこで、さまざまなカタチで「しばた桜まつり」にボランティアとして参加してい

ただける方を募集します。気の合ったグループや団体、個人など、参加の形態は問い

ません。「自分も参加して、まつりを盛り上げたい」という皆さんのパワーをお貸しく

ださい。桜の町・しばたの一大イベントを大いに盛り上げましょう。

�日時／ 4月 13日（日）雨天決行
�受付／ 9:00 ～ 9:30　※参加無料
�場所／仙台大学サッカー・ラグビー場
�コース／船岡ウォーキングモデルコース
�種別／□Ａ ウォーキング 8�（所要時間
　約 2時間）、□Ｂ ノルディックウォーキ

　ング5�（講習有り、所要時間約1時間

　30分、ポールの貸出しは限定40セット）

�主な経路／サッカー ･ラグビー場～白
　石川堤～さくら歩道橋～船岡さくら大

　橋～船岡駅前広場～サッカー ･ラグビ

　ー場

�対象／町内にお住まいの方および町内
事業所所に勤務している方

�申込方法／電話でお申し込みください。
�申込期限／ 3月 29日（土）

■申 ■問  町体育協会事務局（スポーツ振興室
　内）� 55-2030

�開催日／ 4月 13日（日）9：00～ 15：00　※雨天中止
�場所／船岡城址公園野外ステージ　
�申込期限／3月 15日（土）

■申 ■問  実行委員会事務局（舟山）� 54-1513

■申 ■問  地域産業振興課　� 55-2123

＊説明会を開催します＊

�日時／ 3月 29日（土）
　　　　10：00～

�場所／しばたの郷土館
�申込期限／ 3月 21日（金）

�開催日／ 4月 12日（土）
※雨天時は 13日（日）に延期となります。

�場所／船岡城址公園
�募集区画数／ 20ブース（先着順）
�参加費／ 300円（通信費等）
※参加費は説明会時に集金します。
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　国民健康保険の被保険者証は、これまで世帯単位で交付していま
したが、被保険者の利便性の向上等を図るため、一人一枚の被保険
者証（個人カード）を交付します。また、現在、70歳から 74歳の
方で高齢受給者証（ピンク色）の交付を受けている方については、
個人カードに一部負担金の割合を明記することにより高齢受給者証
を兼ねたものとなります。
＜遠隔地・学生特例被保険者証＞
　長期の出張や旅行、通院などのために家族とは別に遠隔地被保険
者証の交付を受けていた方は、個人カード化されることにより申請
は必要なくなります。一方で修学のため柴田町から転出されること

により家族とは別に被保険者証の交付を受けていた方は、個人カード化されてもこの制度は残りますので、在学中は毎年度更新の
手続きをお願いします。

○平成20年 4月から医療制度の一部が変わります
＜乳幼児の2割負担の対象年齢＞
　乳幼児の自己負担割合を2割に軽減する対象年齢が、「3歳未満」から「義務教育就学前まで」に拡大されます。
＜70歳～74歳の前期高齢者の自己負担割合＞
　医療保険制度改革によって平成20年4月から70歳～74歳の方のうち現役並みの所得のある方以外は、医療機関に支払う自己
負担割合が2割に引き上げられることとなっていましたが、この見直しが凍結され、平成20年 4月から平成21年 3月までの 1
年間は、自己負担割合が1割に据え置かれます。

　
　現在の老人保健制度は、平成20年 4月から新しい「後期高齢者医療制度」に変わります。これに伴い、被保険者となる75歳
以上の方および一定の障害のある65歳以上の方については、現在加入中の国民健康保険や被用者保険から脱退し、独立した後期高
齢者医療制度に加入することになります。
 対象者（被保険者）　75歳以上（65歳から74歳の方で一定の障害がある方を含む）の方が、後期高齢者医療制度の被保険者となります。
 医療機関窓口での自己負担額　老人保健制度と同様、医療費の1割（現役並み所得の方は3割）を患者本人が負担します。
 保険料　保険料については、県全体で必要となる医療給付費をまかなえるよう、その1割を被
保険者全員で負担することになります。
　保険料率は広域連合ごとに条例で定められ、2年ごとに見直しされます。宮城県の保険料
率は、所得割率7.14％、均等割額38，760円となります。
 保険料の納付方法　保険料の納付方法は、原則として年金から天引きされます。ただし、年
金額が年額18万円未満の方や、介護保険料と後期高齢者医療保険料を合わせた額が年金額
の2分の 1を超える方については、年金からの天引きは行われず、納付書や口座振替等によ
り、個別に納付していただくことになります。

○老人保健制度で障害認定を受けている方へ
　65歳から 74歳の方で、一定の障害があり、現在老人保健制度の受給者となっている方は、
平成20年 4月から後期高齢者医療制度の被保険者となり、保険料を負担していただくこと
になります。　ただし、後期高齢者医療制度には加入せず、現在ご加入の医療保険（国民健康
保険・健康保険組合等）に引き続き加入することもできます。その場合は、町民環境課で手
続きをしてください。

○保険証の送付・回収について
　4月 1日から使用する被保険者証は3月下旬に世帯ごとに郵送します。有効期限の終了した国民健康保険被保険者証・高齢受給
者証及び老人医療受給者証は使用できませんので下記の場所へお持ちください。
�回収場所／町民環境課、槻木事務所、槻木・船岡・船迫各生涯学習センター、西住公民館、農村環境改善センター
　また、後期高齢者医療制度に加入する方で、現在被用者保険（社会保険等）を使用している場合、被保険者証の返還手続につい
ては各保険者にお問合せください。

■問   町民環境課　� 55-2114、宮城県後期高齢者医療広域連合　� 022-266-1026

○平成 20年 4月から柴田町国民健康保険の被保険者証が○平成 20年 4月から柴田町国民健康保険の被保険者証が
カード様式に変わります　カード様式に変わります

○○平成 20年 4月から後期高齢者医療制度がはじまります平成 20年 4月から後期高齢者医療制度がはじまります

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

　柴 田 花 子

　昭和○年○月○日　　　　　　　女

　平成○年○月○日　　　　　　　平成 20年 4月 1日

　柴 田 太 郎

　宮城県柴田郡柴田町槻木上町 2丁目 1-12

　040162

　平成 21年 7月 31日

　  ○○　　  ○○○○

平成21年 7月 31日

○○○○○○○○

柴田  一郎

宮城県柴田郡柴田町

　　槻木上町 2丁目 1-12

男

昭和○年 ○ 月 ○ 日

平成20年 4 月 1 日

平成20年 4 月 1 日

平成20年 4 月 1 日

　　　 ○ 割

73234093



　社会保険事務所では、国民年金保険料を納めていない方に対して、納付書や催告書
を送付したり、個別訪問や電話によって保険料の納付を促したり、さまざまな納付勧
奨を行っていますが、残念ながら未納のまま放置する方も少なくありません。このま
までは、将来老齢年金が受け取れなくなり、万が一のときに障害年金や遺族年金が受
給できなくなるおそれがあります。
　また、年金制度の安定的な運営に支障をきたし、保険料を納めていただいている
方々との不公平が生じるため、社会保険事務所では、国民年金保険料の強制徴収を実
施しています。
　強制徴収とは、一定以上の所得があり保険料の負担能力がありながら、国民年金の
保険料を長期間滞納しており、度重なる納付勧奨によっても年金制度に理解が得られ
ず、いつまでも保険料を納めていただけない方に対する、国税徴収法による滞納処分
（預金等財産差押え）のことです。
　宮城県内では平成19年度中に185件の財産差押えを行っています。（平成19年12月21日現在）

■問  宮城社会保険事務局大河原事務所　� 51-3113

　春は空気が乾燥し、火災が起こりやす
い季節です。みんなで協力して火災のな
いまちづくりをしましょう。消防署では、
各事業所・住民の方を対象にした消防訓
練指導、救急講習会も行なっています。

■問  柴田消防署　� 55-2012

　4月 1日より、槻木事務所は、休日の

警備員が不在になり完全閉庁となります。

死亡・出生・婚姻など休日の戸籍受付は

役場（船岡）のみの対応となります。

■問  槻木事務所　� 55-1311

　お店や会社のＰＲな

ど暮らしに役立つ広告

をお待ちしています。

右の枠が実際に掲載す

る広告枠と同じ大きさ

になります。

■申 ■問  まちづくり推進課
　� 55-2278

�募集枠数／ 4・5月号：2枠、6・7月号 4枠、8・9
　月号 4枠、10・11月号：2枠、12・1月号：4枠、

　2・3月号 3枠　※先着順。広報紙 1回につき 1者あたり
　2枠まで。

�掲載料金／ 10,000 円（1回 1枠）

�申込方法／所定の申込書に広告原稿を添えてお申し
　込みください。
※申込書はホームページからダウンロードできます。


